
 
 
 
 
 
 

平成３０年度 

第３回台東区都市計画審議会 
 
 
 
 

日時：平成３１年１月３０日（水） ９：３０～１２：２９ 
 

場所：台東区役所 １０階 １００１会議室 
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午前９時３０分 開会 

 

１ 開  会 

 

２ 区長挨拶 

 

３ 会長挨拶 

 

４ 新委員の紹介 

 

５ 出席状況及び定足数の報告 

定数１８名のうち、１５名の出席。 

 

６ 傍聴願いの確認 

 

７ 議  事 

（１）諮問事項 

・東上野四・五丁目地区地区計画について 

○事務局 それでは、次に、次第の７の「議事」でございます。 

 本日は「東上野四・五丁目地区地区計画について」をお諮りさせていただきます。御審

議の上、答申を賜りますよう、お願いいたします。 

 それでは、諮問文を区長より会長へお渡しいたします。区長、よろしくお願いします。 

 

３０台都計第１５６号 
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諮問事項 
東京都市計画 東上野四・五丁目地区 地区計画について(台東区決定) 

 

 諮問理由 

当該地区において、公共公益施設の集積を活かし、安全で良好な市街地環境の形成

を図るため。 
 

〇区長 よろしく御審議のほど、お願い申し上げます。 

（区長より会長へ諮問文を手交） 

○事務局 ありがとうございました。 

 なお、都市計画マスタープランにつきましては、前回の審議会で既に諮問させていただ

いておりますので、こちらもあわせまして本日御答申賜りますよう、お願い申し上げます。 

 では、以降の議事につきましては、会長にお願いしたいと存じます。 

 

（２）審議事項 

・台東区都市計画マスタープランについて 

○会長 それでは、次第に従って議事に入りたいと思います。 

 初めに、審議事項の１つ目ですが、台東区都市計画マスタープランについて、事務局よ

り資料説明をお願いいたします。 

○事務局 それでは、資料１でございます。「台東区都市計画マスタープランについて」

ということでございます。 

 本件は、前回３０年９月の本審議会において中間のまとめとして諮問、御審議いただい

たもので、その後作業を進め、最終的な案がまとまりましたので、本日は前回以降の主な

修正点などを説明いたします。御審議の上、御承認いただければと存じます。 

 １の「検討経過」は資料記載のとおりですが、３０年度の欄の４つ目、区議会産業建設

委員会で御意見をいただき、その後、東京都への意見照会やパブリックコメントの実施、

さらに区民懇談会を開催しました。いただいた御意見は、検討の上、必要に応じて本編に

反映しております。さらに、区内部の関係課への意見聴取の反映を初め、事務局における

精査を通じた修正なども並行して進めてまいりました。 

 ２の「都市計画マスタープラン（中間のまとめ）への主な意見と対応」から５の「都市
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計画マスタープラン（案）」までは、別紙にて後ほど説明いたします。 

 ６の「今後のスケジュール（予定）」ですが、区議会所管委員会へ報告の後、３月下旬

のプラン発行を予定しております。 

 別紙１をご覧ください。Ａ３でございます。「各所からの主な意見と対応」でございま

す。 

 前回の都市計画審議会と区議会産業建設委員会での御意見及び東京都への意見照会への

対応をまとめています。いずれも左の欄が御意見の概要、その右に対応内容等を記載して

ございます。 

 なお、本編の記載内容は、後ほどまとめて説明いたします。 

 ①、都市計画審議会での主な御意見を３点掲げてございます。 

 表内１番、用語集などの追加につきましては、巻末で対応しております。 

 ２番の、地域名称の表記方法ですが、これらの地域で代表的な地域名称の設定が難しい

ため、地域区分図に町名を表記するとともに対応表を追加しました。 

 表内３番、北部地域における地域の成り立ちに関する記述の充実との御意見で、これは

精査をし、充実を図っております。 

 ②、９月２７日開催の区議会産業建設委員会での御意見でございます。 

 表内の２番、居住者視点の充実との御意見で、表内記載のとおり記述を修正しておりま

す。 

 次の欄の表内３番、企業誘致の視点の追加との御意見には、記載のとおり、基本構想の

内容を反映させ、修正しております。 

 裏面、２ページをお開きください。③は、東京都への意見照会でございます。これは東

京都都市整備局を通じて都の関係部局に中間のまとめの記載内容につき意見聴取したもの

でございます。内容としては技術的な指摘が多くございまして、必要に応じて修正を加え

てございますが、大きな変更点等はございません。 

 別紙２をご覧ください。Ａ４です。パブリックコメントの実施結果でございます。記載

のとおり、５人の方から２１件の御意見がありました。 

 御意見は多岐にわたり、２番は土地利用方針図の指摘で、中間まとめに一部重複などが

あり、整合性を図ることといたしました。 

 また、３ページ２段目、６番でございますが、建物への新エネルギー導入に関する御意

見で、環境配慮行動として必要と考え、それぞれ本編に修正や追記をいたしました。 

 そのほかの意見は、本編中に既に記載のあるものや、７番以降は具体的なまちづくりや
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施策の提案などが多く、マスタープランの記載になじまない内容でございましたので、本

編修正は行わず、それぞれ区の考え方を示すにとどめております。 

 別紙３は、参考として区民懇談会の実施結果を添付しております。記載の日程で実施し

たところ、５５人の方の御出席をいただき、パネルディスカッションでは御出席の方と質

疑応答も行いまして、その内容を資料に記載してございます。 

 続いて、先ほど説明いたしました主な修正箇所を本編にて説明いたします。別添の本編、

「台東区都市計画マスタープラン（案）台東区」と書いてある冊子でございます。 

 ３６ページをお開きください。主なもののみ御紹介いたします。ちょうど中ほどにござ

います「基本的な考え方」の４つ目の黒丸に、都心への近接性や空港へのアクセス性のよ

さを生かした企業誘致の考え方を追加いたしております。また、３８ページにも同様に記

載しております。また、一番下の黒丸では、より居住者視点になるように記述を充実して

おります。 

 ６１ページをお開きください。地域名称は、ご覧のように、地図上で、これまでのマス

タープランと中間のまとめもそうだったのですが、地域の色分けだけ表示しておりました

が、町名表示と対応表を加えて表記しております。 

 ８６ページをお開きください。北部地域の、地域の成立ちの記述を充実させております。 

 １０９ページをお開き下さい。巻末の資料として用語集を加え、パブリックコメントの

概要や図面、地図などを掲載した資料編も今後作成する予定でございます。 

 今後とも、３月下旬のプラン発行を目指して精査を加え、必要に応じて修正等を行って

仕上げてまいりたいと考えております。 

 説明は以上でございます。よろしくお願い申し上げます。 

○会長 ただいまの説明について御質問あるいは御意見がございましたら承りたいと思い

ます。いかがでしょうか。 

○委員 今御説明があった中で、「各所からの主な意見と対応」ということで、前回の都

市計画審議会における主な意見と対応ということで３つ出ていますね。私、結構鳥越・小

島地域のことについて御指摘させていただいて、表現等はぜひ工夫をしていただきたいと

いうことを申し上げました。今、議事録も確認させていただいたんですが、結構なボリュ

ームでここの部分についての御指摘をさせていただいたんですが、この点についてはどの

ように変更されたのか、その点について御説明をお願いいたします。 

○事務局 本編をご覧いただいたほうがいいかもしれないのですが、南部地域、まず９３

ページです。「市街地の安全性」ということで、これは前回も掲載しておりましたけれど
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も、非常に鳥越・小島エリアというのは、これは東京都さんが、会長もこれにかかわって

おられる、会長をおやりになっているのですが、地震に関する地域危険度測定調査（第８

回）の中で、建物の倒壊危険度が非常に高いということが、ほかと比較してもそういうこ

とが言えるということが１つある。 

 もう一つは、９５ページです。「みどりや歴史と風情を感じる環境の創出」というとこ

ろで、「祭りが行われる道路等」ということで、少しあれですが、その舞台にふさわしい

景観形成に努めて、風情を感じる空間づくりを推進する。 

 そのようなことで、さまざまな委員からも御指摘があったことは当然承知しております

が、そういうことで全体としての調和をとる。あわせて、やはり一番重要だなと私どもが

考えておりますのは、どうしても安全性を高めたい。そのようなことを考えておりますの

で、このような記載で現段階では対応しております。 

○委員 私が伺っているのは、私が御指摘申し上げて、意見を申し上げたことについて、

どこが変更になったのかを教えてくださいという質問なんですが、どこか記述が変わった

ところはあるんですか。でしたら、都市計画審議会での意見を踏まえてこのように変わり

ましたよというところを１枚目の紙にきちっと記載していただいて反映していただいたの

がどこかというのを説明いただきたいんですけれども。 

○事務局 それでは、９２ページです。「地域の成り立ち」というのが書いてあるのです

が、その中の「現在」というところで、下から４行目、「また」以下です。「また、戦災を

免れた一部地域では、戦前の特徴的な建物が残っている」と。成り立ちというか現況を述

べてしまっているようなところもあるのですが、このような記載も少し今回残した形で、

委員の御意見についてはこのように考えていると。先ほど申し上げましたように、私ども

区としては防災性の向上というのが大事だということを前回も申し上げたはずですので、

そういう対応をさせていただいております。 

○委員 ちょっとわからないのは、防災性の向上はもちろん大事ですけれども、台東区の

中で結構大きなエリアとして戦前の建物がたくさん残っている地域で、文化的な部分です

とかまち並み等で相当重要な地域だなということだったんですね。ですので、この記述に

関しては、不燃化の部分の思いだけで「建物の更新」とかという言葉が結構はっきりと書

いてあるので、その辺の記述はどうなんですかという話をさせていただいたんですね。た

だ、一意見ですから、それを事務局のほうで御判断いただいて、その意見にはそぐえない

ということであるなら、それはそれで一つの判断だと思いますが、だとしたら、この都市

計画審議会での委員の意見というのは、事務局の考えに合ったものは若干表現を変えてい
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くけれども、そうじゃないものは一切受け付けないということだと、一体意見を聴取して

いるのは何のためにやっているのかなということになりますので、その辺はどういう御判

断で。「現在」というところの記述にちょっと現状の建物が残っているというだけですと、

何のためにあれだけの発言をしたのかなと思ってしまうんですが、その辺どうなんですか

ね、会長。 

○事務局 まず１つございますのは、全ての御意見が、逆に言うと全面的に反映できると

いうことでは、申しわけございませんが、それは、大変恐縮ですが、できかねるところも

ございます。今回、都市計画マスタープランを策定いたしまして、いろいろなところにい

ろいろな記述を加えています。先ほど申し上げたような、戦前の建物が残っているという

ことも記載したり、先ほど申し上げたような、歴史を踏まえた、風情を感じる環境・景観

形成、そういったことでにじみ出しをしたり、１０６ページですが、今後のことなのです

けれども、まちづくりをこれからやるための推進重点地区というところで、台東・小島・

鳥越地区、こういうところも今回取り組みをきちんとしていこうという私どもの意思を示

しています。その中で、今申し上げたような景観等への配慮、それから戦前の建物の趣、

そういったものを、いずれにしてもどのようにして防災性を高めながらやっていこうかと

いうのは、今後そういったことをきちんとそれぞれの地域の皆さんと長期的な取り組みの

中で考えていこうかなと私どもは考えておりますので、委員の御意見にそのものストレー

トにはお答えしていないかもしれませんが、そういった御意見を踏まえて、今後の取り組

みの中で生かしていこうかなと思っております。 

○会長 かなり都市計画審議会で時間をとって議論してきたということで、一字一句対照

するとかなりのところで修正が入っていたんだろうと私は理解しているんですが、それを

全部挙げているわけではないということだとは思うんですけれども、それぞれ発言された

方の思いもあり、そういうところをどのように表現していったかということで、全体とし

てかなり簡明な都市計画マスタープランの表現になっているというあたりが、ちょっと委

員の意見とのずれがあるのかもしれませんけれども、全体トーンを合わせてそろえたとい

うことではあろうかと思うんです。 

 歴史というのが台東区の場合常に重きを持ってくるんですけれども、歴史というのをど

のように次の世代に継承していくのかというのは、南部地域だけの問題ではなくて、全体

を通しての問題ではあろうかと思うんです。そういう意味では、例えば今議論になってい

る９２ページのデザイナーズビレッジというのは、まさに戦前というか、震災復興の小学

校を活用している事例ということですので、そうしたことがこの文面からは知らない人に
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は全く読み取れないだろうという意味合いでは、若干の工夫がそれぞれあってもよかった

のかなとは思いますけれども、全体トーンを合わせたというのが最終的な表現かなとは思

っております。 

○委員 この審議会が何なのかという部分にも、根幹にもかかわってくるんですが、別紙

１のところで、主な意見と対応というので、都市計画審議会における主な意見として３つ

だけなんですね。私、結構これ以外にも高さ規制のことも随分時間をかけて発言させてい

ただきましたし、その辺は主な意見にさえ列記されていなくて、事務局のほうで御判断さ

れたんだと思いますが、主な意見にも出していただいていない、対応も、文言の修正も含

めて一切されていないというのは何なんですか。 

○事務局 前回御審議の際に、私、その御質問にはきちんとお答えを差し上げております。

御理解いただいたと、私、感じておりますので、今回このような形で別紙１は作成してお

ります。もう一度そのときの回答を再現はちょっと今できませんけれども、今後の実現に

向けてというところで、１０７ページです。「市街地環境・街並み・都市機能に係る状況

調査の実施」ということで掲げてございます。できるだけよりよい市街地を目指していく

という台東区の方針を、今回、都市計画マスタープランの中にきちんとした形で書き込ん

でいます。今後講ずべき適切な誘導・規制方策もあわせて検討させていただく。そのため

には、いろいろとまちの状況、これは非常に技術的な調査になろうかと思いますが、そう

いったことを含めて取り組みをした上で、最後は、（２）のところにございますが、まち

づくりに係る総合的な条例、こういったものに結びつけていきたい。こういったことで、

制度の体系化、明確化も図るとともに、さまざまな規制・誘導方策もその中に盛り込んで

いきたい、そういう思いで今回の都市計画マスタープランをつくっておりますので、委員

が御指摘のような高さ規制をどうするかということについては、当然私どもも課題意識は

持っておりますので、これからの検討になってしまいますが、その中で対応させていただ

きたいなと思っております。 

○委員 ちょっと答えになっていないんですけれども、何で私が申し上げた部分は主な意

見として出ていないのかという点が１つ。 

 あと、私、議事録を今持っていますけれども、皆さんのところにも送られてきたと思い

ますが、鳥越の関係でいくと、「若干表現等は工夫していただきたいということだけ申し

上げておきます」という私の意見に対して、事務局の答弁は、「いろいろな方法があろう

と思いますが、今御指摘のような記載の方法は工夫を考えてみたいと思います」という御

答弁をされているんですね。ですので、最初に伺ったとおり、記載の工夫はどのように変
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わったのかという点が１つ。 

 で、主な意見として私の鳥越・小島の関係が本来だったらここに記載されていて、事務

局としてはこういう対応をしましたよというのがここに何で書いていないんですか。 

○事務局 １つは、まず鳥越の関係でございますけれども、ただいま説明を全体として申

し上げましたように、記載の工夫、確かにちょっと考えてみたのですけれども、これまで

の私どもがこの都市計画マスタープラン、あちらこちらにいろいろ書いてあることをあわ

せ考えれば、それは対応ができるだろうと判断したということが１つでございます。 

 ２つ目の件でございますけれども、全体として資料の作成の方法についての御意見もい

ただいていると思うのですけれども、特にここには主なものということで御紹介しており

ますから、全面的に全ての内容について記載させていただいているわけでは当然ありませ

ん。委員が御指摘いただいたことは当然議事録には残っておりますから、私ども、その議

事録をないがしろにするつもりは当然ございませんし、ホームページ上で公開もしており

ますから、そういった意味で今後の対応をさせていただきたいと考えております。 

 恐縮ですが、こういう答えになります。申しわけございませんが。 

○委員 いや、納得できないですね。 

○会長 全体を通しての議論ということでは、資料１の「検討経過」の中に簡単に書いて

ありますけれども、６月１日と９月２０日に都市計画審議会には２回報告があり、６月１

日もある程度の議論をしてきて、９月２０日にも議論はしてきた。そのうちの９月２０日

分について別紙１というところにはまとめていただいたということであろうかと思うんで

すけれども、どのようにこの主な意見等というところを整理したかというのが今のお答え

で、「対応・変更点」ということとの対応で記載されているんだろうとは思うんですけれ

ども、表現については中間まとめの部分から全体を通して整理していただいたということ

で、きょうの説明資料の中には出てきていないと。では具体的にどこが変わったのだとい

うことに対して、今それを整理してお示しすることが事務局ではできないというか、して

いないということだと思うんですけれども、中間まとめの段階からきょうの案に至る途中

のプロセスを含めてもう少し説明していただけることはあるでしょうか。 

○事務局 まず、都市計画マスタープラン、今回策定に当たっての考え方としては、今後

のまちづくりの大きな方向性を示そうということで取り組みを始めています。したがって、

非常に細かな記述ですとか、そういったものはあえて避けております。これは策定委員会

の皆様の御意見でもあり、細かな事業的な内容については、できる限り記載を避けて、大

きな方向性だけを示しております。もう一つは、台東区にはこれまでのずっと積み重ねて
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きた歴史がございます。そういったことがまち並み形成等に当然寄与しておりますから、

そういったこと。それと、さまざまな変化がございましたので、例えば土地利用の状況で

すとか人口の状況、そういったものを踏まえて考えていく必要があるだろう。それから、

さまざまな自然災害、そういったものも多く発生しているということを考えると、今後の

まちづくりを考えた上で当然無視することはできない、それに対する対応をとるというこ

とで、少し強目に防災の観点で記述しております。そういった流れでこれをずっと続けて

きています。 

 ３０年度、都市計画マスタープラン策定委員会を、資料１の「検討経過」のところに記

載がございますが、５月～９月に３回ほど開催しております。その後、６月１日に事務局

案として都市計画審議会に御報告を差し上げました。そのときには概要ともならないよう

な内容でございましたが、その後作業を進めまして、前回９月２０日に御審議を頂戴する

ための資料として中間のまとめを差し上げました。その後、９月２７日に産業建設委員会

をやりました。それから、ここに記載のとおりの経過を踏まえていますが、その中で、記

述が相当細かなところでは変化がございます。それを全て御報告さしあげると非常に煩瑣

になってしまいますし、結局は何を私どもが申し上げたいかということが非常に不明瞭に

なりますので、そういった意味で、その辺の内容については割愛させていただいておりま

す。そのことを踏まえて１２月にもマスタープラン策定委員会、これで締めくくりになっ

ておりますが、こういった経過を経ております。それぞれ、その段階においていただいた

意見ですとか、先ほども説明いたしましたが、庁内での精査、そういったものも含めてや

りましたので、記載内容を全て申し上げるというのは、先ほど申し上げたように非常に膨

大になってしまう、煩瑣になってしまうということもありますので、今回は割愛させてい

ただき、それと、前回の審議では、先ほど申し上げて、２度目の答えになって恐縮ですが、

私がお答え申し上げて、御理解いただけていると私は判断しましたので、今回の別紙１の

資料にはそういった記載を掲げていなかったということでございます。ただ、先ほど申し

上げたように、委員の御意見については当然踏まえて今後も検討作業は続けてまいります。

ただ、都市計画マスタープランではなくて、来年度以降、特に高さ規制については―高

さ規制という言葉だけではありません、それぞれの地域に合った、よりよい市街地を目指

したまちづくりをやっていくわけですから、そういったことを踏まえて、来年度以降考え

ていきたいなということでございます。決して委員の御意見をないがしろにしようとかと

いうことで対応しているわけではございませんので、どうぞ御理解いただきたいと存じま

す。 
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○委員 お気持ちはよくわかりますし、思いも伝わってきていると思うんですね。方向性

は一緒だと思うんです。ただ、前回申し上げたのは、この南部地域のところで、確かに

「戦災を免れた一部地域では、戦前の特徴的な建物が残っている」という記述を現状とし

て加えていただいたと思うんです。ただ、全体としては、残っている建物とかそういうも

のをどうするのかということを一切書いていないので、どちらかというと防災性の向上で

建物等を更新するとか、「水とみどり、歴史と文化を感じる環境の創出」のところでは

「開発に伴う緑化等により、みどりあふれる環境を創出する」とか、後半だけ見ると、特

徴的な建物を生かしたまちづくりをしようという記述は一切なくて、あのあたりの不燃化

を進めるために、特徴的な看板建築とか戦前の建物はほぼ更新していくという方向性しか

見えないんですよ。ですので、私は前回そのことを指摘させていただいたときに、答弁と

して、「今御指摘のような記載の方法はちょっと工夫を考えてみたいと思います」という

答弁をされているんですね、事務局のほうは。ですので、どこが変わったんですかという

ところから入っていて、これは今までの議論を重ねてきたのは十分承知していますし、し

かもこれは９月で発言しているんですよ。その間に、議会の説明であったり、パブコメで

あったり、東京都への意見照会をしているわけですよね。十分にいろいろと検討する時間

もあったし、若干の記述の方法を変える、工夫すると言っているわけじゃないですか。ど

こがどのようになったのかなというだけです。 

 これを見ると、東京都からの指摘に関しては、ほぼ１００％回答じゃないですか。東京

都さんからは。あるいは議会はもう少し意見が出ていたと思いますけれども、委員会での

指摘に関してもいろいろと変えている。パブコメに関しては若干方向性といいますか、都

市マスに直接関係のないような意見も結構あるので、その辺は仕方ないなと思いますけれ

ども、結構な形で意見が反映されている。何で私の指摘だけは、事務局の答弁として「記

載を工夫する」と御答弁いただいているにもかかわらず、主な意見としても列挙されてい

ないですし、内容も一切変わっていないというのは何なのかなというところだけですので、

このまま強引にこれをされるというのであれば、残念ですけれども、私、ここまでの発言

をした者として賛成できないですよ。きょう採決すること自体も賛成できないです。おか

しいじゃないですか、やり方として。 

○事務局 まずは、別紙１の作成の方法が委員の御意思と若干ずれていたことについては

事務局としておわび申し上げます。ただ、先ほどから何度も申し上げておりますが、委員

の御意思についてはきちんと理解しています。先日の審議会の際に、私、御答弁申し上げ

たかどうか、ちょっと記憶が薄れているところもあって申しわけないのですが、看板建築
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というもの、それから戦前の建物というものをどのようにして残していくか。先ほど申し

上げたような、歴史を感じさせる景観形成みたいな、そういった流れの中で、どのように

してそれを残して、活用できるかどうか、私、まだすぐそこに至りませんが、そのような

ことを考えていくタイミングは必ずあろうかと思います。そのタイミングが、先ほど申し

上げたようなまちづくり推進重点地区、そういったものを指定し、その中で長期的なまち

づくりをする、計画づくりをする、そういった中で、先ほどのお話のようなことを盛り込

んでいく、そういったことはこれからも可能だろうと思います。その際には地域の皆さん

ともきちんとお話し合いをしながらやっていく。ただ、一方、防災性の向上はゆるがせに

できません。そういったことをそれぞれ両立させる。非常に難しい作業だとは思いますが、

そういうことをやっていくというのが私どもの考えでございます。ぜひ御理解いただきた

いと思います。 

○委員 関連してですが、いろいろ事務局でお考えになっていることは重々わかるんです

が、問題は、このマスタープランがこれでいいのかどうかというのをきょう審議している

わけで、今おっしゃっているようなことが余り表現されていないと思うんです。もう半年

前あるいはもっと前から私も、地区別とか、最後のほうの具体化のやり方みたいなところ

が余り書けていない段階で、全体の方針としては防災と歴史の両立とか、下町風情の保持

とか書いてあるんだけれども、具体性がないねと。この先、地区別とか推進方策のところ

でもうちょっと書き込んでねとお願いしたつもりなんですが、結局きょうに至るまで余り

そこが書き込まれていないなというのが印象なんです。 

 例えば「文化・産業・観光まちづくり方針」のところに「歴史・賑わいを継承し創造す

るまち」とどーんと出ていますが、それを具体にした「歴史・文化資源を活かしたまちづ

くり」という３７ページの頭のところに行くと、上野と浅草と谷中しか出てこない。鳥越

なんかは出てこない。これはここではないのかもしれませんけれども。では景観のほうに

あるのかなというと、景観のほうは風格のあるまちづくりということで、４７ページです

ね。これも上野、浅草ぐらいのことしかない。谷中的な、あるいは鳥越的な、震災前後に

できたようなまちが残っていると。その風情をどうしようかということが、後で考えよう

ということだと思うんですが、今回のレベルで余り書けていないんですね。地区別にいく

と、７０ページで、谷中をどうするという話が書いてあります。（２）のところ、「地域の

歴史を引き継いだ防災性の高いまちづくりの推進」と、表題には「歴史を引き継いだ」と

書いてあるんだけれども、その下の①、②を見ると防災性の向上ばかりで、どうやって歴

史を引き継ぐのか全く書いていない。これは後の話題になる地区計画で考えているところ
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だから、なかなか具体的に書けないんだろうなとは思うけれども、ここはこれから地域の

住民と一体になって歴史の保全方策を検討するとか、そのくらいは書いておくべきだと思

うんです。このままだと、表向きだけ「歴史を引き継いだ」と書いてあるわけですけれど

も、具体的には何もしませんと読めちゃうわけですよね。 

 さらに言うと、１０１ページ、「区民・企業等による地域の主体的な取り組みによるマ

ネジメント組織」、このあたりで地域のＮＰＯなどと一体になっていろいろやりますと、

あえて例まで挙げていらっしゃいますよね。防災・防犯、公園、官民云々と書いてあるけ

れども、この辺に歴史的まち並みの形成とか、あるいはスカイラインの保持とか、そうい

う、委員がおっしゃるようなことが、あくまで例示なのだから書いてあったって構わない

わけですよね。もうここまで来ちゃったから、これでしゃんしゃんでいきたいという気持

ちもわかるけれども、せっかく審議しているんだから、せめてその辺を追加して仕上げま

すということをおっしゃると丸くおさまるんじゃないかと思うんですけれども、どうなん

ですかね。私も、このままだと、ちょっとこれは足らないんじゃないかなと思いますので、

余りもろ手を挙げて賛成はしかねる面があります。要するに、まだ完全に書き切れていな

いけれども、これからやらなきゃいけない課題がありますということをどこかに少しでも

書いてあればいいんだろうと思うんです。一応これは意見です。 

○委員 私からも１点だけ。 

 前回の都市計画審議会以降、パブリックコメントと区民懇談会というのが行われたよう

ですね。そのときの記録を拝見しますと、実は不忍池の西側の問題がクローズアップされ

ているんですね。壁のように高層マンションが建ち並んでしまっている、そのことは非常

に問題ではないかという指摘がパブコメでも区民懇談会でも出されています。特にパブコ

メに対しての区のお考えとしては、「取り組みを検討してまいります」という言葉が書か

れています。ではどういう取り組みを検討されていくのか、その具体性は現段階ではない

にしても、都市マスの中にどこか記述があるのかなと思って探したんですけれども、見当

たらないんですよ。上野地区の地区別まちづくり方針の部分を見ても、「貴重な水辺空間」

という指摘はあるんですけれども、そこが現状、壁のような超高層マンションが建ち並ぶ

ような状況になっているという危機感すら書いていないんですね。そうすると、パブコメ

に対して「取り組みを検討いたします」とおっしゃっている内容は、もう時期がずれてい

たので都市マスには反映し切れていませんということなのか、あるいは今からでも一言、

二言入れて、今後の地区別の計画の中で一つの重要な課題として取り組んでいきますとい

うことでもうたっていただけたほうがよろしいんじゃないかと感じております。 
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○委員 今、各委員の皆さんからお話が出ていて、かつ、高さ規制のことが池之端のとこ

ろのパブコメでもありましたけれども、高さ規制のところは台東区として何らかの手だて

をしなくちゃいけないという課題とは思っているというところでありますけれども、本当

に今、台東区の中に２軒、３軒小さい家が潰れればマンションが建ってしまう、ホテルが

建ってしまうというこの状況で、今後２０年後、３０年後を見据えたときに、本当に中高

層建物が台東区のまち並みにそぐうのかというところは大きな課題だと私自身も認識して

いますし、各委員の中からも、中高層について、どうなんだいという話が出ていますので。

確かにこの案の中を見ても、ところどころ中高層という言葉は使われているものの、道路

を隔ててとか、比較的大きい幹線道路に近いところは中高層でもよいけれどもとかという

言葉がぽつりぽつりは載っているんですけれども、もう少し中高層に対しての問題点を具

体的に記すということは、その点はどうなんですか。今回のパブコメも含めて、この審議

会での意見も含めて考えれば、このマスタープランの中に、「課題だと認識している」と

いう一文で終わってしまうのか、具体策としてこういうのが今あって、このように台東区

は考えていると書けるのかはわかりませんけれども、その辺、記載の方法も含めて検討す

べきと思いますけれども、その辺はどうでしょうか。 

○事務局 まとめてお答えになってしまって恐縮ですけれども、不忍池の周辺のことにつ

いては、私どもも土地利用方針図というのを、２９ページですけれども、歴史・文化、特

色を強化するエリアとして、不忍池の周辺については、前回まではそういった記載をして

いなかったのですが、今回少しその範囲を広げて、その辺を考えていかなければいけない

だろうなということを考えております。 

 １つ大きいのは、容積の関係がどうしても指定がございますから、それについては私ど

も区だけではなかなかいかんともしがたいところがあります。先ほどから申し上げており

ますが、高さ規制については、今後の市街地のさまざまな検討の中で考えていかなければ

いけない。そのために私どもは１０７ページにあえてそういった記述も加えています。こ

れを着実に進めなければいけませんので、考えていく必要がある。ただ、沿道建物がある

程度大きなものがあるというのは、延焼遮断の役割も持っているということもございます

し、いろいろな面が複合してできてしまっておりますから、そういったことも含めて研究

をして、それに対応する方策を考えるということでございます。 

 また、先ほど委員から非常に御示唆もいただきましたので、その点につきましては一回

私どものほうでお預かりさせていただいて、１０１ページの（５）のマネジメント組織、

そういったところで少し記載をつけ加えるなり、考えてみたいと思います。 
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 また、１０５ページに、まちづくり推進重点地区の候補をどうやって選んだかというこ

とも記載がございます。その中でさまざまなことを記載してございますが、特色ある商店

街、そういったものもきちんと考えていかなければいけないねということで、私どもとし

ては、そういう意味でも今回の重点地区を選定しておりますので、その中で、今後、先ほ

ど申し上げたような長期的なまちづくりの計画づくりの際にきちんとそういうことも踏ま

えて対応したいと思います。記載のほうは、先ほど委員から御指摘いただいたようなこと

を少しつけ加えてみたらいいかなとは今考えているところでございます。 

○委員 さっきちょっとしゃべり足りなかった。１カ所、慌てて、言うのを忘れました。

１０７ページの今おっしゃった「まちづくりの実現に向けて」、ここは専門家が見ると、

何をやりたいのかなとよくわかるんです。おっしゃるとおり、これまで本文のほうで書け

ていなかった高さ関係の問題とか、歴史的な空間のつくり方とか、ここを台東区独自の総

合的な条例などもつくることをにらんで、もう一回細かい状況の精査から地域住民の皆さ

んの将来のイメージをまとめて、それにふさわしい都市計画手法を考えよう、そういうこ

とをやりたいと読めるんです。だけど、１０５ページ以下が、時間切れだったのか、コン

サルの力が尽きたのか、余り書けていないんですよね。まだレジュメの段階みたいな、ア

ウトラインしか書けていないという感じなので、ここを、何が課題で、どんなことを目指

してこういうことをやりたいのかということをもうちょっと書かれたら、すばらしいマス

タープランだと思うんです。ここまで書いているマスタープランは結構ないですよね。だ

けど、非常に表面的な、形式的なことしか書いていないように見えちゃうので、せっかく

御苦労されているのが伝わっていないと思うので、特に１０７あたりを工夫されたらよろ

しいんじゃないですか。本質的に変えなくても大丈夫だと思いますよ。 

○委員 私も委員の御意見とほぼ同じなんですけれども、この都市マスタープランの最初

のほうには大きな、それぞれのジャンル別の方針が示されていて、そこに文化的な景観と

か資源を生かすとか、そのようなこともちゃんと書き込まれているんですけれども、それ

ぞれの地域別になると、特にまちづくりのトピックと将来像と方針が少しずつずれていて、

十分な盛り込みになっていないような感じがするんです。つまり、トピックって、前半の、

例えば文化的な資源を観光や賑わいにつなげていくというようなはっきりした大きな方針

があるにもかかわらず、それぞれの地域によって文化的状況は違うので、書きぶりが少し

変わってきてしまっているのかもしれないんですけれども、台東区としては全体として文

化的資源の蓄積があるので、その集積を生かしていくという方向を前半で示しているにも

かかわらず、それぞれの地区計画、地区方針になると急にそこの部分がトーンダウンして、
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抜けていく部分が非常に多いように思います。特に、まちづくりのトピックをどういう理

由でつくったのか。つまり、将来像に合わせてトピックをつくり、そのトピックを解決す

るための方針を示していると思うんですけれども、これがどうも十分に書き込まれていな

いので、トピックから将来像で目指すべきものが落ちていたり、将来像を考えると当然方

針の中にも書き込まれなければいけないようなものが落ちていたりするような気がいたし

ます。 

 前回、北部地域についてもちょっとお話をさせていただきましたけれども、あそこにも

戦災を免れた建物は土手通り沿いにもありますし、山谷堀については書いてありますけれ

ども、そういった風情のある歴史的・文化的景観をどのように盛り込んでいくのかという

ことも余り書かれていなくて、大事なことなんですけれども、防災がメインに出て、あと

は「みどりと空間」というふうになっていて、そこのところも既存の建物の更新に合わせ

た質の高い住宅というふうにしか書かれていないというところが、台東区に残されている、

将来的にも価値が上がっていくであろうと思われるような資産を、十分にその可能性を引

き出すようなことが書き込まれていないというのが多分、ほかの先生方もおっしゃってい

ることなんじゃないかと思うので、ところどころありますし、合わせ読みをするとよく見

えるんですけれども、どうも地区のそれぞれの方針を書くときにちょっと急いだのか何か

して十分にカバーできていないのかなという感じが非常に強くいたしますので、このあた

り、時間的な条件もあるのかもしれないので、例えば最初のところに、台東区の大方針は

地区にも全てかかわるんだけれども、トピックについては、例えば喫緊に具体的にやらな

ければならないものに絞って書き込んだとか、そこに注釈が入れば、その次につながるこ

ともあり得るのかなと思いました。 

 意見だけですけれども。 

○会長 ありがとうございます。 

 非常に本質にかかわる議論をこの段階でいただいておりますので、この取り扱いについ

て事務局と私、会長で相談させていただきますので、５分間休憩させていただいてよろし

いでしょうか。申しわけありません。 

 

午前１０時２９分 休憩 

 

午前１０時３８分 再開 
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○会長 それでは、再開させていただいてよろしいでしょうか。 

 委員から台東区らしい台東区のまちづくり、都市づくりをどう進めるかについて、かな

り本質的なというか、基本的な御意見等を賜ったと思います。そうした御意見を踏まえた

まちづくりをどう実現していくかということを、都市計画マスタープラン、これから１０

年間どういうまちづくりをするかというマスタープランですので、きちんと位置づけてお

く必要がもちろんあるだろうということを私も思います。そういう意味で、今、休憩させ

ていただいて、事務局と少しお話をさせていただきました。 

 ただ、時間的にはかなり切迫したものがあるという状況でもありますので、きょう皆様

からいただいた意見あるいはこの後もう少し意見があるかもしれませんが、それらを踏ま

えて、きょう全体のマスタープランの進行に関してはお諮りしたいのですけれども、その

内容をもう少し吟味するという点については、最終的に公表するまでに詰める、もう少し

修正を含めて詰めるという方向で全体としては進行させていただきたいなと思っておりま

す。そういう意味で、都市計画審議会、次回いつ開くという話ではないのですけれども、

きょう最終的に御意見をいただいた上で、最大限可能な修正を加えて、これからのまちづ

くりのマスタープランにしていきたいという方向で進めたいと思っております。 

 ということで、御意見等がございましたらもう少し承る時間がとれるかと思いますが、

いかがでしょうか。 

○委員 そういうお話であれば、ここで、先ほどの委員からのお話もありましたけれども、

都市計画審議会を開かないまま修正をしていくということですから、曖昧にしないで、何

のポイントを修正するというのを一つ一つここで確認しておいたほうがよろしいのではな

いかと思うんですけれども、いかがでしょうか。 

○会長 わかりました。 

 ただいま、少しポイントを確認するということでありますけれども、都市計画マスター

プランというのは、基本的には都市計画審議会で決定するのではなくて承認するという事

項になります。その承認に当たって、区長からの諮問ですので、区長に対して答申をする

んですけれども、その答申に附帯意見といいましょうか、きょういただいた意見を踏まえ

て、こうした点で修正していくということをまとめて記載して答申しようと思います。そ

ういう意味で、きょうの今までの議論を整理していただく時間をいただくということで進

めさせていただければと思いますが、よろしいでしょうか。 

○委員 時間的に切迫しているということですが、事務局に伺いたんですが、これは何か

期限が区切られているんですか。いつまでに決定をしなきゃいけないという。 
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○事務局 都市計画マスタープランにつきましては、ちょうど基本構想、長期総合計画、

台東区は今策定したり、策定するための準備をしているというのは委員御承知のとおりだ

と思うのですけれども、それと軌を一にして、今後のまちづくりについての分野の重要な

計画ですから、あわせて発行したいと考えておりますので、そういう意味で、切迫してい

るというか、きちんとこの段階で出すべきものと考えております。 

○委員 というのは、今、１月後半、終わりじゃないですか。年度内に出さなきゃいけな

いとか、３月中までに決めなきゃいけないとか、時期的な何かというのはあるんですか。 

○事務局 先ほど申し上げましたように、３月中の発行ということで、印刷まで済ませた

いということでございます。 

○委員 だとすると、諮問事項として諮られたものに対してこれだけの意見が出たので、

これは承服しかねるという回答を出すしかないんじゃないですか。この原案には賛成しか

ねるということでまとめていただいてよろしいんじゃないかと思います。 

○会長 それはほかの委員の意見も含めてお伺いしなければいけないことだと思います。

私の意見といいましょうか、進め方に関して言えば、基本的に都市計画マスタープランの

目次構成から何から全部変えるということではなく、大きな構成よりも相互間の関係性を

もう少しきちんと書くということと、理念で語っている例えば歴史の継承というのは具体

的にはどういう方向なのかということをもう少し付言するというか、書き足す。どういう

意味でのどういう継承なのかということをそれぞれの地区あるいは台東区全体について書

き込む。いわば修文をもう少し丁寧にするということが大事だろうと。何々等という「等」

として省略しているところもきちんと書く。例えば「建物の更新等」と書いてしまうと、

先ほどの意見にありましたように、「等」は読めないので、「更新」しか読まないというこ

とですから、「等」ではなくて、建物を更新する場合あるいは建物をそのまま改修して継

続的に利用する場合、そういういろいろなケースについて一貫して例えば歴史性を担保す

るのであれば、担保するということを。日本の場合には、よく「等」でごまかす公文書が

多いんですけれども、そうではなくて、きちんとそこを書き込んでおくことが、きょうの

議論で御意見あるいは質問で出たことに対する回答だと思います。 

 そういう意味で、本日この構成その他について御承認いただいた上で、きちんとこれま

での意見、本日の意見を含めて修文を、全体を通して見直す、もう少し説明しておくべき

ところは説明しておく、そういう形で進めさせていただくことで、年度内に最終的に仕上

げていければということを考えています。最終的にそれを確認する必要があると委員の意

見であれば、年度内に都市計画審議会を臨時でもう一回開いていただいて、ぎりぎりのと
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ころで確認をするということも委員皆さんの総意であれば、それも事務局にお願いすると

いうことになると思います。 

 そういう意味で、私としては、構成その他についてはきょう承認するけれども、修文、

説明の付加について、残す範囲内でしっかりとやったものをマスタープランの最終文案と

して決定して印刷するということになろうかと思います。その責任は誰がとるかというこ

とですが、それは事務局と、よろしければ私、審議会を代表して確認させていただくとい

うことになるかもしれませんし、全員で目を通して確認しようということであれば、審議

会をもう一度臨時で開いていただくということになろうかと思いますが。 

○委員 そんなに難しいことではなく、１０７ページの７の（１）がありますが、ここで

状況調査を実施と書いてあります。ここで２行、「より良い市街地の形成や様々な機能の

調和を目指し、現在のまちの……」と書いてあります。ここにもう１行だけ、「各地域に

おける歴史・文化資源を生かしたまちづくりの進め方及び個性ある景観形成の方針につい

ても、この調査のプロセスを通じて検討する」とか、それだけ書いておけば、やりたいこ

とがはっきりすると思うので。要するに、これから検討するということをちゃんと書いて

おけばいいんだと思うんです。そんな趣旨のことを入れていただければ、あとは会長に一

任ということでよろしいんではないかと思いますけれども、いかがでしょうか。 

○委員 今までのお話をお伺いしている中で、私自身は、先ほど会長が言われたように、

「等」という問題も確かにしっかり書かなくちゃいけないと思うんですけれども、これは

向こう１０年先の計画なわけで、基本的に都市計画整備・保全の法則というものがこの根

幹にあるわけじゃないですか。そこの中で、保全とかそういうものについて先ほどからい

ろいろな議論が出ていると思うんですけれども、その部分はある程度書いてもらってもい

いんですけれども、１０７ページ、先ほどから言っているように、特に条例関係、このま

までいくとかなりの条例が出てくることになっちゃうんですね。私は基本的に条例という

のはそんなにつくらなくていいと思っています。というのは、上位計画がありますので、

東京都のほうの、あるいは国のほうのいろいろな計画の中でいけば、台東区の中で条例を

つくる必要はそんなにないのかなと。ただ、先ほどのお話のように、皆さんの意見の中で、

こういうものもしっかり出していくんだということになると、そこの部分では、私自身は

逆に、今の意見の中での、条例に関しては明確にすべきではないんじゃないかなと。その

都度その都度、できてきたことに対してやっていかれればいいのかなと思うので、そこだ

けはお話ししておきたいと思います。 

○会長 御意見ということでよろしいでしょうか。 
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○委員 はい。 

○会長 １０７ページの「条例」と書いてあるところは、たくさん条例をつくるという意

味ではなくて、総合的な条例ということで、一本の条例の中でこういうことを受けていけ

るようにしたい、そういう意味だとは思うんですけれども。 

 左側の１０６ページに、積極的にこれからはまちづくりをもっと頑張ろうということで、

まちづくり推進重点地区という発想での取り組みをしようと区は決心されたわけで、それ

はなぜやっているのということの位置づけとして、条例にきちんと位置づけると。そのと

きの都合でやったんですということではありませんということで、条例できちんと位置づ

けをするということと連動してこれからのまちづくりということになろうかと思いますの

で、そうしたことをもう少し丁寧に説明したほうがいいだろうということですね。 

 ２つ意見がありまして、私の誤解があるかもしれませんけれども、きょう承認を得ると

いう手続をしなくて、もう少し延ばすべきだと。つまり、どういうものができ上がってき

たかを確認すべきだという御意見と、おおよそ全体の構成等を含めて承認するけれども、

説明をもう少し加える部分等々を含めて修文をきちっとするということを条件に承認しよ

うという御意見と２つ出ているのかなと思いますが、よろしいでしょうか。 

 それでは、そのどちらでこれから進めるかということについて、どのように意見分布を

聞いたらいいのかわかりませんけれども、まず、本日承認を諮らせていただいた上で、も

し承認が得られれば、それを前提に修文その他修正していく、あるいは補強していくとい

う方向で進めていいのではないかと思われる方、恐縮ですが、採決ではないです、意見分

布を探るだけですけれども、挙手をお願いできますか。―はい。 

 やはりきちんと全体を見はかるべきだということをお考えの方はいかがでしょうか。

―はい。 

 かなり拮抗していますが、若干きょう承認して進めるというほうが多かったかなと思い

ますが、そういう確認でよろしいでしょうか。 

○委員 １点だけ。先ほど私、承認という意味の中でちょっとあれだったんですけれども、

なぜ承認かという中で、ある程度今までの議事録等々で残ってずっと来ているわけですよ、

今までの意見が。先ほど理事者のほうからの説明でも、その答弁についても食い違いがか

なりありましたけれども、いろいろな部分で、それをしっかり見てやっていくという発言

がありましたので、その部分で私は今の承認という形でとりたいと思いますので、そこだ

けつけ加えておきます。 

○委員 私は、第３章と第４章については非常によく書けていると思っておりまして、せ
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っかくここまで書いていただいたものを白紙に戻すのは非常にもったいないと思ったので、

今回承認した上で、第５章とそれ以降について、きちんとした修文をしていただければな

と思っております。 

 念のため、多分これは委員もおっしゃったところですけれども、３７ページの「歴史・

文化資源を活かしたまちづくり」のところが上野とか浅草とか地区限定なので、これに加

えて、どういう形かはお任せしたいと思いますけれども、要するに台東区というのはさま

ざまな、東京では珍しいほどの歴史的な、文化的な集積があるわけで、それを生かしてい

こうというのがこの都市マスの一つの大きな特色であり、台東区の強みでもあるわけです。

というのは多分皆さんが合意している点ですので、それを生かした形でここに修文してい

ただきたいということがあります。 

 ２つ目は、４７ページのところに、景観は最近概念が非常に広がってきておりますけれ

ども、景観の中で、（２）の①の２番目の白丸が「景観資源として保全・活用」と書いて

ありますけれども、これが全てにかかってくるということがわかるようなことが、そうい

う可能性があるということをどこかに書いていただければいいのかなと思いました。 

 第５章についてはもう少し整合性をとっていただいて、例えばまちづくりのトピックが

非常に限定的なものですから誤解を招きやすいのかもしれないという気がしますので、こ

の辺の書きぶりを、例示であるとか、あるいは喫緊の現在の課題であって、今後またふえ

るとか、そういうあたりの説明ぶりがついていれば少し安心できるかなという感じがいた

しました。 

 意見だけです。 

○会長 それでは、先ほど意見分布を確認させていただきまして、余り大差はなかったわ

けですけれども、一応進行としては、本日、都市計画マスタープランの案文についてお諮

りする。その上で、きょう出た意見、それからこれまでに出た意見は議事録に残っており

ますので、それらも踏まえて修文し、説明を補強するという方向で進めていくということ

にしたいと思います。 

 ということで、案が承認されなければ全体を見直すことになるわけですけれども、お諮

りしてよろしいでしょうか。 

 それでは、貴重な御意見等を賜りました。本件について、今申したとおり、本日までの

意見、本日の意見を含めて、残された時間の中で、可能な限りですけれども修文を加え、

補強を加えて、どういうまちづくりをしたいのかという趣旨をきちっと伝えるように修正

するということを附帯意見として、承認すると。配慮すべき事項につきましては確認をと
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いう御意見もありましたので、少し、後から、こういう点というのは確認させていただき

たいと思いますけれども、そういうポイント等を附帯意見としてつけた形で承認するとい

うことにしたいと思います。 

 意見があれですので、恐縮ですが、また手を挙げていただければと思うんですけれども、

今申したような形で承認するということに賛成の方の挙手をお願いしたいと思います。 

（賛成者挙手） 

○会長 賛成多数ということでございますので、これからの修正するポイントについては

後ほど確認させていただきます。それを踏まえて答申をさせていただくことにしたいと思

います。基本的には承認させていただいたということにしたいと思います。 

 それでは、答申案文に附帯意見をまとめたものは後ほど確認させていただくということ

で、次に進めさせていただきたいと思います。 

 

・東上野四・五丁目地区地区計画について 

○会長 ちょっと長丁場で恐縮ですけれども、引き続き、審議事項の２番目です。東上野

四・五丁目地区地区計画について、事務局より説明をお願いいたします。 

○事務局 それでは、御説明いたします。資料は、お手元に配付してございます資料２と

別紙１から別紙８まででございます。 

 まず、別紙１、まちづくりの経緯をご覧ください。 

 本地区は平成１３年度より検討を開始し、大規模地権者との勉強会や、地権者に対する

アンケート、ヒアリングを行ってまいりました。 

 平成２５年度より、学識経験者や地元町会の方々で構成する検討委員会を立ち上げ、平

成２７年度に地区の整備方針や整備イメージを含めたガイドラインを策定いたしました。

その後、ガイドラインを実現するため、地区計画の策定に向けて都市計画の手続を進めて

いるところでございます。 

 次に、地区計画策定の理由についてです。お手元の別紙２の理由書をご覧ください。 

 項番１「種類・名称」は記載のとおりでございます。 

 項番２「理由」です。本地区は、上野駅及び稲荷町駅に近接し、幹線道路である昭和通

りと浅草通り沿道に位置する交通利便性が高い地区であり、また、区役所など公共公益施

設が集積し、多くの方が訪れる交流拠点となっております。 

 一方、都市計画マスタープランにおきましては、東上野四丁目エリアは、行政機関など

の公共公益施設を再編するとともに、文化・観光機能を誘導するなど賑わいの空間を整備
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し、周辺拠点との回遊性の向上を図るとしております。 

 また、ガイドラインでは、歩行空間などの拡充整備とともに、防災機能の確保など災害

に強いまちづくりを進めることとしています。 

 このようなことから、公共公益施設の集積を生かし、安全で良好な市街地環境の形成を

図るため、地区計画を定めるものでございます。 

 続きまして、別紙３、策定理由についてをご覧ください。 

 上段と中段に上位計画である都市計画マスタープランと、当地区のガイドラインにおけ

る位置づけを記載してございます。 

 下段の「地区計画のねらい」をご覧ください。後ほど報告事項で御説明いたしますが、

本地区のまちづくりは、上野地区まちづくり全体の先導的事業として重要な位置づけでご

ざいます。 

 まず、①の、上野と浅草を結ぶ玄関口となる賑わいと交流を育む開発の誘導、②の、公

共公益施設の再編、③の、浅草通り、昭和通りの賑わいの連続性の確保を目指してまいり

ます。また、これらにあわせて、④、⑤の、歩行空間の拡充を図り、安全で快適な歩行空

間の形成を図ってまいります。 

 続きまして、地区計画の策定経緯についてです。別紙４の経緯の概要書をご覧ください。 

 まず、原案は、昨年１０月２５日から１１月７日まで公告・縦覧を行い、縦覧者、意見

書は記載のとおりです。また、原案説明会は１０月２５日と２８日に実施し、参加者は２

回合わせて４５名でした。 

 次に、東京都知事協議を行い、別紙５のとおり、都として意見はないという協議結果で

ございました。 

 次に、案は本年１月４日から１７日まで公告・縦覧を行い、縦覧者は２名で、意見書の

提出はございませんでした。 

 今後ですが、本日御審議の上、御答申をいただき、３月に都市計画決定・告示を予定し

ております。 

 続きまして、地区計画案について御説明します。地区計画案は資料２となりますが、別

紙７の【説明用】を用いて御説明させていただきます。Ａ３のペーパーをご覧ください。

別紙７でございます。 

 左側のページ、「地区計画の目標」です。「多様な人々が集う憩いと交流が図られるまち」

を地区の将来像とし、適正な土地利用の誘導とともに、公共公益施設の再編や大規模な敷

地の機能更新にあわせた段階的なまちづくりを行ってまいります。 
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 右ページ、「土地利用の方針」です。別紙８の上段の「土地利用の方針」もあわせてご

覧いただきたく思います。本地区を、特性に合わせ、Ａ－１地区、Ａ－２地区、Ａ－３地

区、Ｂ地区に区分し、それぞれの土地利用を明確にいたしております。 

 恐れ入りますが、裏面をおめくりいただきまして、左側ページをご覧ください。 

 上段は「地区施設の整備の方針」です。１項に道路、２項に広場等の整備の方針を記載

してございます。 

 中段は「建築物等の整備の方針」です。地区内に整備を行う建築物に対する規制の方針

について記載しております。 

 下段は、地区整備計画のうち、「地区施設の配置及び規模」です。別紙８の下段、「地区

施設（区画道路）・壁面の位置の制限」もあわせてご覧ください。安全で快適な歩行空間

の確保を図るため、区画道路１号の一部と区画道路２号の拡幅を行います。また、区画道

路１号から浅草通りまでの連続した歩行空間の拡充を図る路線として、区画道路３号を地

区施設に位置づけます。 

 右ページをご覧ください。地区整備計画のうち、「建築物等に関する事項」、「建築物等

の用途の制限」です。Ａ地区全体で性風俗関連特殊営業、倉庫業を営む倉庫、ガソリンス

タンドを制限いたします。また、Ａ－１地区、Ａ－２地区の１階部分及びＡ－３地区の昭

和通り、浅草通りに面する１階部分については、住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿の用に供

する用途を制限いたします。 

 次に、「壁面の位置の制限」です。別紙８の下段の「地区施設（区画道路）・壁面の位置

の制限」もあわせてご覧ください。区画道路１号と２号沿いに２ｍの壁面後退、区画道路

２号から西側に続く区道下第１７０号線の区役所側に４ｍの壁面後退を位置づけ、歩行空

間の拡充を図ります。 

 次に、「壁面後退区域における工作物の設置の制限」と「建築物等の形態又は色彩その

他の意匠の制限」は記載のとおりでございます。 

 以上が地区計画案でございます。 

 続きまして、別紙６、新旧対照表をご覧ください。前回の審議会での御指摘や、都市計

画マスタープランとの整合を図るため、目標の一部を変更してございます。変更箇所は右

側の枠内の下線部で、「震災復興小学校である旧下谷小学校など」という記載と、「「台東

区都市計画マスタープラン」では」以降の部分でございます。 

 資料の御説明は以上です。御説明が長くなり恐縮です。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 
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○会長 ただいまの説明について御質問、御意見がございましたら承ります。いかがでし

ょうか。 

○委員 これは方針のほうですとＢ地区というのにちゃんと浅草通り沿道の１階の用途制

限などが書いてありますが、地区整備計画のほうはＢ地区と全く何も記載がないんですが、

これは印刷漏れとかではなくて、こういう案なんですね。 

○事務局 お答えいたします。Ｂ地区につきましては、引き続き、この方針の実現に向け

まして、まちづくりの機運醸成と同時に、用途の制限、ルールについて今後も検討を行っ

てまいりたいと考えてございます。 

○委員 そうすると、Ａ地区のほうだけ整備計画を決めて、Ｂは工区を分けたというか、

後ほどやるということですね。 

○事務局 そのとおりでございます。 

○委員 その辺わかるようにうまく表現しておいたほうがよろしいように思うんですけれ

ども。注記でもいいですけどね。何となく、あれっ、１ページ足りないんじゃないかとか

思ってしまいますので。 

○会長 ただ、地区計画の本文の構成としてはこういう書き方で、特に注記をつけるとい

うものではないですよね。 

○事務局 はい。 

○会長 ただ、今後の説明その他では、方針地区と整備地区と２つ、ＡとＢはそういう違

いですということを、パンフレットその他を今後つくっていくと思うんですが、そこには

きちっとわかるようにしておいてください。 

○事務局 はい。そういった工夫をいたします。 

○委員 なおかつ、地区計画本文、それ自体はもちろん書かなくてもいいでしょうけれど

も、いずれ理由書くらいはつけると思いますので。地区計画でも理由書を書きますよね、

本体と別に。そこに書かれたらよろしいと思いますけれども。 

○会長 ほかにいかがでしょうか。 

○委員 新旧対照表の部分で旧下谷小学校の記述を加えていただいたことに関しては評価

をさせていただきたいと思います。 

 ただ、根幹にかかわる部分で、復興小学校をどうするのかというところに関して今まで

も発言させていただいた中で、文化財保護審議会の部分は丁寧にやったほうがいいですよ

ということを踏まえて御説明等もありました。前回の議事録の中で、「審議会に諮った素

案というものを文化財保護審議会に御説明をし、委員から、区として計画を立てて進めて
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いくのであれば学校校舎を取り壊すこともやむを得ないのではないかといった御意見もい

ただいたところであります」と。これ、本当なのかよということを前回も申し上げさせて

いただいて、実は文化財保護審議会の委員の方お二人に直接この議事録もお示しをして、

文化財保護審議会の意見としてこういう形で報告があった上でこの計画が進められますよ

ということを確認させていただいたら、とんでもないと、復興小学校を壊していいなんて

ことは言っていないし、文化財保護審としてそんな取りまとめもしていないぞという極め

て強い御意見をいただきました。そうなってくると、この説明の大前提が崩れていくので、

その辺は、場合によっては、会長、文化財保護審議会の方をこちらに参考人として呼んで、

きちっと意見を聴取するか、あるいは、この文化財保護審への説明は、担当課長御自身は

行っていないんですよね。 

○事務局 お答えいたします。文化財保護審には所管の生涯学習課長が本件を説明してお

ります。 

○委員 ということで、きちっとした説明をした上で、文化財保護審から、壊していいよ

という話は一切ないということですので。しかも、区政の根幹にかかわるような、この新

年号でケーブルテレビで区長と対談をしている方ですよ。その方が、こんな了承は一切し

ていないということまで、直接私は会って、この議事録をお示しした上で、そこまでの強

い御発言がありましたので、残念ですけれども、この段階で、その辺の整理がついていな

い状況で当審議会で採決をして了承することはちょっと時期が早いのかなと思っています

ので、この点の整理をいま一度していただきたいということを申し上げておきます。 

○事務局 お答えさせていただきます。直近では昨年の１２月１７日に文化財保護審議会

がございまして、地区計画の進捗状況を御報告させていただいております。引き続き、状

況につきましては情報提供を行っていきたいと考えてございます。 

 また、旧下谷小学校の跡地につきまして、今、委員から御指摘がございましたけれども、

地区内の現況公共公益施設の再編を図るため活用を行っていきたいと考えてございますが、

現時点で具体的な既存校舎の取り扱いは決まっていない状況でございます。旧下谷小学校

の取り扱いについての審議は別の場で行うというふうに認識してございますが、今後、そ

の検討の結果、旧下谷小学校の解体を選択する際には、台東区震災復興小学校の校舎及び

用地の有効活用に関する提言を踏まえて、復興小学校の歴史的価値への配慮や後世への記

憶の継承に努め、それらに向けた適切な手法を選択する必要があると考えております。 

○委員 もう一回整理します。繰り返しになるので、これはずっとやってきていますので

あれなんですが、この計画道路がこの校舎のところにかかっている、このことから始まっ
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ているんですね、この議論は。ですので、私は、文化財保護審の先生方が、この復興小学

校に関しては結構強い思いを持っている方がいらっしゃるので、この辺はきちっと丁寧に

意見聴取なり説明をして、あちらの皆さんの納得なり、きちっとそういった御意見を伺っ

てきたほうがいいんじゃないですかというところで説明をして、前回の説明の中では、文

化財保護審の皆さんからは異論はないですよという前提で説明をされて、きょうに至って

いるわけですよ。ただ、実際、個別に議事録もお示しした上でお話を聞いたところ、２名

の先生方から、とんでもないという話が、文化財保護審で認めた経緯はないよと、この説

明自体は違うぞということです。この説明を前提にこの計画なり審議が進められているの

であればとんでもないことだというぐらいの大変強い意見を私は直接伺っていますので、

私個人としても、そこまでの強い意見をいただいた上で、この計画自体は、前回の説明も

踏まえて、大分中身が違う、説明の内容が違うということですし、あとは、文化財保護審

という審議会とこの都市計画審議会と２つの審議会の中で、きちっとした形で、実際どう

なのかというところを確認してからじゃないとこの話は進められないと思いますので、そ

のことだけ私は申し上げておきます。今回採決をするのは時期尚早だということをお願い

いたしたいと思います。 

○事務局 この都市計画審議会で御議論いただいている地区計画案ですが、今後のこの地

区のあるべき将来像というのをお示しさせていただいているものでございまして、具体的

な道路の拡幅時期や既存建物の取り扱いについて、そこまで決定を行うものではございま

せん。区画道路１号につきましては、安全で快適な歩行空間の整備を図るために、道路の

拡幅の位置を位置づけ、歩行空間の拡充を図っていく必要があると考えてございます。 

○委員 ちょっと確認なんですけれども、区道１号が拡幅されると。６ｍから１０ｍです

から、トータルで４ｍ広がるということですね。その中身は、今の道路幅から平均に広が

るのか、それとも偏って広がるのか、その辺はどうなんでしょうか。 

○事務局 東側のほうに４ｍ。 

○委員 ４ｍ全部やると。 

○事務局 はい。 

○委員 そうすると、今の旧下谷小学校の構造体にかかわるということですね。 

○事務局 そういうことでございます。 

○委員 柱とかそういうものを取っ払わないと工事ができないと。 

○事務局 そういうことでございます。 

○委員 そういうことですか。はい、わかりました。 
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○会長 先ほどの事務局の説明の趣旨がわからないんだけれども、区画道路１号というの

が、今議論になっている下谷小学校の前というか横の通りですよね。これをどうするとい

うんですか。この地区計画を決定した後に、文化財保護審議会の意見によってどうかする

ということをおっしゃっているんですか。 

○事務局 いえ、そういうことではなくて、この地区計画の中で、区画道路１号につきま

しては、繰り返しになりますけれども、安全で快適な歩行空間の整備を図るために整備を

していくというこの位置づけをこの地区計画でしていきたいということでございます。 

○会長 その問題と文化財保護審議会の議論がちょっとずれているというのか、そのつじ

つまが私にはもう一つ理解できていないんですけれども。 

○事務局 文化財保護審議会につきましては、先ほども申し上げましたけれども、昨年１

２月に審議会に地区計画の進捗状況を御報告させていただいておりまして、引き続きこの

まちづくりの状況を御報告したいと考えてございますし、今、委員がおっしゃいまして、

貴重な皆様の御意見だと思いますので、情報提供を丁寧に行っていきたいと思っておりま

す。 

○会長 審議会に対して、こういう地区計画の案ですという説明はされたとして、そのと

きにはどういう意見が出たんですか。 

○事務局 １２月の時点での審議会でこの地区計画の進捗状況に対する御意見はなかった

と聞いております。 

○会長 逐次報告をしますというのは、逐次、事態が進んでいく報告をするということだ

けですか。だけと言うとおかしいんだけれども、そういう報告をしていきますということ

を文化財保護審議会に対しては申し述べてきたということですか。 

○事務局 その場では、今後引き続き情報提供を行うということまでは申し上げていない

と思うのですが、担当としては丁寧に情報を提供していきたいと考えているところでござ

います。 

○委員 多分、核心に触れているところをきちっと説明されていないんだと思うんですよ。

この計画道路が、４ｍの幅が復興校舎のほうにきちっとかかっているので、この都市計画

決定がされちゃうと、少なくとも校舎の一部は間違いなく取り壊しになってしまうんです

よということを明確に説明して、その上で了承されていないでしょう。ですので、こうし

た議事録を御本人たちに御説明すると、とんでもないという話が返ってくるんですよ。地

区計画全体のざっくりとしたお話を、しかも担当者じゃない方を通じて御説明しているか

ら、その場では強い意見が出ないんですよ。この計画道路が校舎にかかっているんですよ
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と、そこまで明確に説明しています？ 

○事務局 議会等に御報告している資料に基づいて御説明しているところでございます。 

○委員 前回は、あちらに一応御報告なりをして、了承を得たと、壊してもいいと言われ

たということなので、じゃあいいんじゃないかと皆考えたわけですが、必ずしもそうでは

ないというのであれば、やはりそこは正式に、きちっと、これは壁取り壊しになりますよ、

それでもいいですねと確認した上でないと、こちらとしては一方的に決められないような

気がするんですけどね。同じ区の中で、区長が決めることですからね。だから、もしまだ

その辺の確認が十分でないのであれば、何となく報告して、もやもやっとなったままこち

らで押し切ってしまうと、かえってあちらさんもメンツもあるでしょうし、硬化されてし

まうと思いますので、きょうぜひ可決したいという思いはわかりますけれども、そこは慎

重にされたほうがいいんじゃないでしょうかね。 

○事務局 文化財の審議会に、この地区計画、どういう地区計画かといった内容を御報告

しているものでございまして、繰り返しになりますけれども、この地区の将来像や目標を

お示しして、その中でこういった位置づけを、区画道路の設定をし、拡幅を計画している

と。ただ、拡幅の時期や既存建物の取り扱いというのをここで決めるものではないんです

といった考え方でおります。 

○委員 そこまで言っちゃうとね。計画は決めるけれども、いつつくるかわかりません、

当分つくりませんということなんでしょうけれども、都市計画というのはそういうことで

決めるものではないと思うので。もしそういうことならば、今、地区計画を決める必要は

ないということになってしまいますでしょう。特にこの道路については、Ａ－１かＡ－２

地区の１階の部分に住宅が入らないように抑えたい、そこはわかりますので、そこはおや

りになったらいいと思うけれども、実際つくるかどうかもわからない、必要になるかもわ

からない地区道路を何も今地区計画で決めておかなくてもいいのではないかなとも思うん

ですけれども、どうなんでしょうかね。 

○事務局 お答えします。なぜ今決めるんだ、今やらなきゃいけないんだという御意見だ

と思います。本地区においては、繰り返しになるところでございますけれども、２８年に

まちづくりの指針となるガイドラインをつくらせていただきまして、大規模地権者を中心

に協議を重ね、そういった中で徐々に開発の意向というのが明らかになってきたというと

ころでございます。そうした機運を逃さずにまちづくりを進めるために、大枠となる土地

利用の方針や歩行空間の拡充ということを都市計画で位置づけていきたいということでご

ざいます。 
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○委員 だから、そこで、小学校の保存か、あるいは一部保存か、あるいは移設か取り壊

しかということが争点に今なっちゃったわけですよね。そこの結論が出ていないのにこれ

を決めるというのはいかがなものかと。もちろん、取り壊して構わないという人が過半数

いるのかもしれませんけれども、それだけで押し切っていいというものでもないでしょう

し、なおかつ、事務局の皆さん、前回は歴史のほうの審議会の御承諾を得たとおっしゃる

から、それなら安心だと思いましたけれども、どうもそうでもないというのであれば、き

ょう決めるのは、委員がおっしゃるように、具合悪いんじゃないかなと思いますけれども。 

○委員 事務局にお尋ねしたいんですが、下谷小学校についての取り扱いというのは、区

としてはどのような考え方でこれまで議会とか区民とか、そういうところに説明している

のか。どういう方針でいるのか、その辺もう一度明確にしていただければと思うんですけ

れども。 

○事務局 お答えします。こちらは大規模用地でございまして、区のほうで大規模用地の

活用構想の中で、こちらの土地については、東上野四丁目地区における再開発の動向等を

踏まえ、まちの将来像と街区再編の可能性について検討を行い、この地区にふさわしいま

ちづくり方針を定め、土地利用を誘導していくということでございます。 

○委員 ということは、保存するとも壊すとも言っていないという理解でよろしいんです

か。 

○事務局 お答えします。２８年１２月に台東区震災復興小学校の校舎及び用地の有効活

用に関する検討委員会から提言をいただいております。そこの中で、旧下谷小学校につい

ては、読み上げさせていただきますと、「区として活用の方向性を政策的に決定し、その

考え方が示されるまでは、現校舎の維持管理に努め暫定活用していくことが望まれます。

今後については、広域的なまちづくりの推進や当該敷地の有する役割、立地優位性などを

鑑み、将来にわたるまちの基盤を形成する過程において、将来の行政需要への対応も含め

最も有効な活用を図るため、行政が責任を持って主体的に判断することになります。その

過程において、解体を選択する際には、区として復興小学校の歴史的価値への配慮や後世

への記憶の継承に努めることが望まれます。」という記載でございます。 

○委員 そうすると、解体する可能性もあるけれども、そこはまだ決まっていないという

理解でよろしいんですかね。 

○事務局 繰り返しになりますが、この跡地につきましては、現況の公共公益施設の再編

を図るために活用を行っていきたいと考えておりますが、現時点で具体的な既存校舎の取

り扱いは決まっていない状況でございます。 
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○委員 そうすると、先ほど委員の方の議論があったんですけれども、道路が４ｍ広がる

ことによって校舎に当たるということで、議論としては、即壊すんじゃないかという議論

が出たんですが、私、前回、意見という形で申し上げたんですが、道路を拡幅して建物に

当たるから即壊すということではなくて、曳家とか、そういう保存に対しての手法という

のはあるわけで、その辺は、都市計画として、道路がかかっているから即壊すんだという

議論にはならないとは思うんです。ただ、今、事務局がおっしゃったように、壊すという

選択もないというようにも聞こえたんですが、その辺はまだ決まっていないという理解で

よろしいんですか。今の文章だと、まだどうするのか決まっていないという理解でよろし

いんですか。 

○事務局 この跡地につきましては、繰り返しになりますけれども、公共公益施設の再編

を図るために活用を行っていきたいと考えておりますが、現時点で具体的な既存校舎の取

り扱いは決まっていないという状況でございます。 

○会長 そうすると、今、委員からお話があったように、曳家というか、そういう形で保

存するということも選択肢としてはあり得ると考えていいということですか。 

○事務局 お答えします。いろいろな手法があるかと思いますが、どういった手法が適切

なのか、また、それに対する課題なども整理していく必要があると考えてございます。 

○委員 今の御説明を総括しますと、旧下谷小学校跡地とありますけれども、これは建物

を壊した更地という意味ではなくて、現存する建築物を含む土地の形態と理解してよろし

いんでしょうか。だから、その土地と建物も含めてそれを活用するという決定をしよう、

そういう理解でよろしいんでしょうか。 

○事務局 お答えします。跡地というところにはその建物も含んでおります。 

○会長 下谷小学校という機能があった跡地ということで、建物を壊すことは含まないと

いうことですね。 

○事務局 お答えします。跡地の中に建物が含まれていると。 

○会長 空きビルと空き地をあわせて跡地である、そういう理解でいいということですね。 

○事務局 はい。 

○会長 だから、今の議論でいうと、この都市計画を決定したから壊すんだということに

はならないということですね。 

○事務局 まだ具体的な校舎の取り扱いは決まっていないという状況でございますので、

またその小学校の取り扱いについては、審議は別の場で行っていきたいと認識してござい

ます。 
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○会長 という状況。 

○委員 ちょっと私も整理させていただきますが、何で私がこれにこだわっているかとい

うと、先ほど御説明があった復興小学校に関する提言というのが出ました。これを文化財

保護審議会に説明に行ったときに、文化財保護審議会の皆さんからも本当に意見が出たん

ですね。壊すなんていうことはないぞと、それぐらい強い意見が出たというのを聞いてい

たので、今回のこの都市計画決定が出たときに、そちらとの連携をきちっととらないと、

後々いろいろと問題が再燃するといいますか、文化財保護審であそこまでの明確な意見を

言ったのに、別の審議会で、都市計画審議会では解体ありき、もしくは道路拡幅によって

一部取り壊し前提の都市計画決定をしちゃったというのは、相互の審議会でいろいろと

後々課題になりますよと。だから、きちっと説明をして、できれば了承をとってきてもら

いたいということで、この半年間来ているわけじゃないですか。前回の御説明では、文化

財保護審議会、異論はないですよということを前提に御説明がされているということなん

ですが、実際伺ってみると、例えば藝大の名誉教授の前野先生、復興小学校の本まで書い

ている方なんですよ。その方が、みすみす取り壊し前提の、あるいは一部校舎を削ること

前提の計画に「うん」と言うはずないなと。もしくは寛永寺の浦井先生、お会いするたび

に復興小学校の話を私にします。あるいは復興小学校の提言、これはやっぱりおかしいだ

ろうと、委員の皆さんに再度確認を、文化財保護審に呼びつけて、その真意を問いただし

たいということまでおっしゃっている方なので、そのお二人がみすみすこの計画を異議な

しと言うはずないなということを前提で言っているわけです。で、御本人たちに議事録も

含めて確認したところ、それはないぞと。ですから、説明の根幹が若干ずれているという

ことなので、私は、そこの部分は丁寧に、正式にお話をして、今回の道路拡幅の話が都市

計画決定されちゃうと、行く行く校舎にかかっていますよと、そこら辺を明確にちゃんと

説明をする、もしくは審議会同士できちっとした意見交換をしていただくような丁寧な作

業をぜひしていただかないと、今の事務局のいろいろな説明ですと極めて曖昧な部分があ

りますので、その点はぜひ時間をとってやっていただきたいということを私は再度申し上

げます。 

○会長 時間が随分たってしまっているんですけれども、今の議論を整理させていただき

ますと、本日、諮問ということで、四丁目、五丁目の地区計画をお諮りしたいということ

で諮問されているわけですけれども、計画案の中身は、先ほど説明があったとおり、Ａ地

区、Ｂ地区で、Ａ地区は市街地の整備の方針まで含めて、Ｂ地区は全体の方針のみの地区。

Ａ地区の中はＡ－１、２、３と３つに分けて、それぞれ活用方針というのが書かれていて、
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それに伴う区画道路として３つあって、そのうちの区画道路１というのが旧下谷小学校跡

地の土地を拡幅用地として活用するという計画案になっていると。これを決定することに

よって、旧下谷小学校を取り壊すということを決めることではなく、将来的にそういう整

備を目指す地区計画である。旧下谷小学校の校舎については、文化財保護審議会との関係

もあり、どういう対応をするのかというのは、今後そうした議論を進めていく。今後、解

体するのか、現地で保存するのか、あるいは一部だけ壊して保存するのか、そういうこと

を含めた取り組みについては、今後、文化財保護審議会との関係を含めて区として決定す

る。そういう条件を前提にしたこの地区計画の原案の諮問であると受け取ってよろしいん

でしょうか。 

○事務局 お答えします。今、会長にまとめていただいたとおり、そのように認識してお

ります。 

○委員 ただ、セットバックならばともかく、地区道路として道路になる部分がこの小学

校の壁面にかかっているとすれば、これは明らかに全面保存はしないということをこの都

市計画審議会で認めたということになりますので、それを文化財保護のほうと精査しない

ままに今この場で決めることには私は反対です。つまり、今、そのとおりですとおっしゃ

ったけれども、それは違うだろうということです。この地区計画を決めるということは、

繰り返しになりますが、この壁面は壊す、ないし動かすという前提だということで。それ

をこの場で決めても構わないと皆さんお考えなら私はあえて申し上げませんが、私は、そ

れは手続論的によろしくないと思います。だから、きょう必ずしも採決する必要はないと

思いますので、継続審議にされるのが望ましいのではないかと思います。 

○委員 私、意見だけなんですけれども、復興小学校を単純に壊してしまえばよいとか、

曳家で少しずらせば何とかなるだろうという、その点も見えていない状況で、私自身もこ

の区１というところを単純に拡幅しますという計画だけを先行して決めるというのはいか

がなものかと思います。幹線道路の言問通りの谷中地域の道路拡幅、計画だけは残ってい

るけれども、そんなのは現実味がないじゃないかと地域の方々のお話もありますけれども、

きちんと審議会同士で審議されて、審議尽くされて計画を立てるというふうにしなければ、

計画だけはいつになるかわかりません、８０年たっても進みませんというような計画のつ

くり方ではそもそも合っていないと思いますので。 

 Ａ地区、Ｂ地区の部分については理解しました。今後の上野としてのゾーン確定を整理

していくというのはわかりますけれども、この道路の拡幅については、区役所周辺の部分

でいえば、正面の部分だって拡幅するとなれば、樹木を伐採していかなければならない。
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今、台東区全体で緑被率、緑視率が減っているところからいったら、そういうところも解

決していくこともあわせて考えていかなくちゃいけないと思いますので、その点は意見と

して述べさせていただきます。 

○会長 ありがとうございます。 

○事務局 文化財保護審議会に絡む件で補足なのですが、情報提供はさせていただいてお

ります。また、その文化財の審議会は、文化財の保存及び活用に関する重要事項について

調査審議する機関ということでございます。旧下谷小学校については文化財の指定といっ

たところは、まだそこまでにはなっていないといったところでございますので、解体につ

いての議論というのは審議会の所掌対象ではないのかなと考えてございます。 

○会長 最後のことをもう一度言ってくださいますか。文化財保護審議会の所掌……。 

○事務局 所掌対象ではございません。 

○会長 というのは、旧下谷小学校が。 

○事務局 旧下谷小学校は文化財指定がされていないため、解体についての議論は審議会

の所掌対象ではございません。 

○委員 どこが判断すればいいんですかね、それについては。ここでやるということです

か。 

○委員 そこも含めて重々承知なんですけれども、文化財保護審の本当に強い意見を持っ

ていらっしゃる方がいらっしゃるので、こちらの審議会で先行して解体ありきの計画を了

承すると、後々いろいろなあつれきを生むことになるので、そこは丁寧にやったほうがい

いですよというのが私の考えなので、所掌事項かどうかという行政的な縦割りの判断だけ

じゃなくて、現に説明に行っているわけじゃないですか。その意義もわかっているわけじ

ゃないですか。文化財保護審、後になって、それはないだろうというのを蒸し返されたら

困るから、そこは丁寧にやったほうがいいよということなので、所掌事項であるかどうか

ではなくて、その辺の２つの審議会の連携をきちっととりましょうよということです、私

が申し上げたいのは。ですので、今の段階では若干事務局の認識と、文化財保護審議会の

委員の皆さんとの思いが説明と違うので、そこはぜひとも公式にやりとりをしていただき

たいということを再度申し上げます。その上で決定していきたいと思います。 

○会長 先ほどの読んでいただいた文章がありますよね。解体するかどうか云々かんぬん

というところで終わる文章。あの文章はどこが出しているんですか。 

○事務局 台東区震災復興小学校の校舎及び用地の有効活用に関する検討委員会が出して

います。 
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○会長 その委員会はどういう……。 

○事務局 検討委員さん５人で構成されていまして…… 

○会長 いや、それがどこに所属する委員会なんですかということです。所管している部

局というのはどこなんですか。あるいは上位に審議会があるんですか。 

○事務局 所管は企画財政部です。こちらの提言の検討委員会の設置要綱がございまして、

そこの「設置」の第１条のところに「台東区に現存する震災復興小学校の保全及び校舎又

は用地の有効活用について、専門的見地から検討するため、台東区震災復興小学校の校舎

及び用地の有効活用に関する検討委員会を設置する。」という設置の目的でございます。 

○会長 わかりました。それは、ある意味では区の直轄の委員会ということですね。区長

直轄と言うとおかしいけれども。企画財政。 

○事務局 委員会の庶務は企画財政部において処理するということで位置づけております。 

○会長 その関連する審議会として都市計画審議会もあるし、文化財保護審議会もある、

そのように理解してよろしいんでしょうか。つまり、その方針というのが文化財保護審議

会あるいは都市計画審議会にとってどういう位置づけとして考えればいいのですかという

ことを再確認したいんですけれども。 

○事務局 この委員会は都市計画審議会とは別なものとして、この学校の有効活用に対す

る検討を行い、提言をいただいたという位置づけです。 

○会長 だから、その提言をここで何度も説明を受けているんですけれども、それはどう

いう意味合いでというのか、そういう重要な問題ですよと。ありていに言えば、先ほど審

議した都市計画マスタープランの大きな目標の中に「歴史の継承」というのがあるんです

けれども、まさにそれにかかわる事柄でもあるんですよね。単なる公共用地をどう活用す

るかという話ではないと。非常に歴史性のある公共公益用地をどう活用するかということ

にかかわっているので、これまでの議論が台東区として重要な意味を持つ議論だと認識し

ているんですけれども。 

○事務局 担当といたしましても、この学校がそういった提言をいただいたり、歴史性、

過去の歴史があったりしていますので、こういった地区計画の目標に、こういった学校が

立地しているということを記載させていただいたところでございます。 

○会長 だから、記載は結構なんだけれども、それは具体的にどうなるんですかというこ

となんですが。きょうこの地区計画を決定したときに、先ほど委員から、技術的には４階

建ての鉄筋コンクリートだけれども、移動ができますと。多分、松杭の上に載っているん

ですよね、あれは。浅草の松屋デパートも松杭の上に載っているんです。震災復興のとき
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の下町のほうのものはほとんど松杭の上に鉄筋コンクリートを載せているので、いわゆる

基礎を切らないと曳家ができないというものではないはずなんです。重いですけどね。そ

ういう意味で、技術的には、費用はかかりますけれども、できないことではないという意

見も委員からあり、その上でどう考えますかということなんですけれども。 

○事務局 先ほど申し上げましたように、ここの土地利用については、震災復興の校舎を

解体するとか残すというのはまだ決まっていない議論でございます。今後区としてどうい

う方向でまちづくりの中で扱っていくのかというのは今後決めることになると思っており

ます。その中で、文化財保護審議会ですとか都市計画審議会でいただいた意見というもの

は尊重されますし、復興小の提言についても、その意思決定のときに、どうするかという

ことを今後検討していくものでございます。 

 もう１つ、曳家の可能性については客観的な事実として、現在の校舎は、会長が御指摘

のとおり松杭の上に載っておりまして、今の校舎の講堂というのは、実は昔に曳家をした

歴史が残っております。 

○委員 というように、この小学校をどうするかはこれから検討されるとおっしゃってい

るのですから、そこはある程度はっきりしてからこの地区計画、特にこの地区道路につい

てはお決めになればいいのではないかと思うんです。先行して決める意味が余りないよう

に思うんですよ。特に、そもそも整備計画もＡ地区だけかけようという話だし、この先Ｂ

地区もやろうということですし、土地利用の制限はかけたらいいと思いますけれども、こ

の辺の、小学校がどうなるのか、あるいはこの浅草通り沿いのＡ－２地区、角のところ、

この辺の再開発がどうなるのか、その辺次第でまたこの辺の道路の取りつけは十分変わっ

てくるわけですから、何も今あやふやなまま、どうなるかわからないけれども、とりあえ

ず道路をここに通すということを決めるのは、文化財保護審議会のほうとの関係からいっ

ても、手続的にどうかなと思うんです。 

 私、個人的には、この小学校は取り壊しちゃったって構わない、どこかにイメージ保存

すればいいぐらいに思っているので、全面保存の立場から言っているわけじゃないんです。

ないんですけれども、区民の合意が十分とれていないまま、これは地区計画ですし、しか

も、これを決めたから急にどうなるものでもないということならば何もきょう決めなくて

もいいじゃないかと。これまでの成り行きからここまで来ちゃったので、ぜひ決めたいと

いうメンツがあるのもわかりますけれども、そこは無理されないほうがいいんじゃないか

なと思います。もう時間もないし、とりあえず継続審議がよろしいんじゃないでしょうか

ね。 
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○会長 いかがでしょうか。 

 では、委員の皆さんは、もう少し時間をかけて審議をしていいのではないかということ

で。では、事務局側に、もう少し状況を整理してということについてはどうなんでしょう

か。きょう決めなければいけない状況もあるんでしょうか。 

○事務局 今決めるべきかどうかというところは、実は四丁目、五丁目のガイドラインを

つくっている段階で、かなり大規模な地権者、特に公共が持っているということで、そこ

の協議を進めなさいという部分をいただいております。実際協議は進めている中で、その

プロセスの中で、最終の決定はしておりませんが、地区計画をここで決めていただくとい

うことは、ここの地区のまちづくりを実際進めるという立場、それから後ほど御説明いた

します上野のビジョンを進める立場でも非常に重要だと考えております。 

○会長 区画道路を途中で分けて、例えば区画道路１の北側と南側を分けて幅員を変える

というような案も、本当に台東区にとって歴史を継承することが重要な事項なのであれば、

ないわけではないと思うんですけれども。説明ですと「歩行空間の確保」と書いてあるん

ですよね。区画道路の動線というのを。 

 また、前回か前々回か申し上げたとおり、コンクリートがどれくらい中性化しているの

かによって、現物を残すこと自体が極めて難しい、特に活用は非常に難しいという状況に

あるのかどうかという、コンクリートの中性化の調査をしたんですかというお話をしたん

ですが、それらも含めて、残すということを考えるにしても、どういう残し方があるのか

ということは決まってくるように思うんです。それらも含めて、もう少し条件を整備する

時間的な余裕があるのであれば、そういうこともぜひやっていただきたいなとは思うんで

すけれども。 

○事務局 まちづくりを進めていく上でどのくらい余裕があるのかという御指摘でござい

ますが、先ほどお答えさせていただいたとおり、ガイドラインをつくった後に、大規模地

権者を中心にお話をさせていただいて、だんだんその意向が明らかになってきたというこ

とから考えると、このタイミングで決めていくというのが今の機運なのかなと担当として

は考えておりまして、この段階で地区計画として第一弾として決めさせていただいて、次

のステップに進んでいきたいなという思いできょう出させていただいております。 

○会長 次のステップというのがどういう意味を持つのかというのは先ほどの議論なんで

すけれども。 

 ちょっと時間が延長していますので、ちょっと休憩を入れさせていただいてよろしいで

しょうか。それでは、今もう１２時になってしまったので、申しわけないんですけれども、
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１０分まで休憩させていただいて、６分くらいでよろしいですか。では、トイレタイムも

含めて、ちょっと申しわけありません。 

 

午後０時０３分 休憩 

 

午後０時１２分 再開 

 

○会長 それでは、再開したいと思います。 

 この東上野四・五丁目の地区計画についてどのように進めるかということですが、地元

とも話し合いもあり、また、大きな再開発を含めた事業もあるものですから、ある意味で

はタイミングということとか、そういう時間の問題もないように見えて、実は事業として

はあるということも含めてですけれども、結論的に少し申し上げてしまいますと、地区計

画というのは、都市計画決定をしても、状況に合わせて地区計画の変更という対応、それ

を変更するためには都市計画の手続を踏まなきゃいけないんですけれども、そういう計画

変更ができるということを前提にして、かつ、まちづくりの事業、特にＡ地区についての

事業を宙ぶらりんにしないで少し話は進めていくということも含めますと、本日、原案と

しての地区計画を諮らせていただいて、もし決定できるのであれば決定させていただく。

ただ、公益用地Ａ－２地区、特に旧下谷小学校の取り扱い等、それから、この公共公益用

地をどう利用していくのかということをこれから固めていくわけですけれども、その状況

によっては地区計画を変更する、区画道路の扱いも含めて変更するということを議事録に

しっかりと残すことで担保して、本日、原案としての地区計画についてはとりあえずお諮

りして議論を前に進めていく、事業を前に進めていくという方向ではいかがかなと考えて

おりますが、よろしいでしょうか。 

○委員 それは賛成いたしかねます。いずれ変えますなんていうことを含めるくらいだっ

たら、最初からこの地区道路は決めないほうが正しいと思います。 

○会長 いや、いずれ変えますということを担保するのではなくて、先ほどの下谷小学校

のコンクリート部分というのがどれくらいのものに今なっているのかということも含めて、

残したいけれども、現物を残すということが、１０年、２０年でもうどうにもならなくな

るのであれば、そういう状況のもとで記録保存にとどめるということもある。そうした活

用を含めて今条件が整っていない、意を決するのに条件が整っていないとすれば、区とし

てどういう決断をするか。その決断に従って、変更の必要があれば変更するという意味で
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す。 

○委員 ですから、きょうの段階では、この地区計画は何を決断したことになるんでしょ

うか。どう考えてもこれは、道路にかかる壁の部分は壊すなり移すなりすると。曳家も含

めてですがね。それははっきりしているわけですから。だけど、それをきょうこの場で、

都市計画審議会で決めるのは時期尚早ではないか、つまり、区民の合意ができていないん

ではないかというのが私の意見なので。後ほど変更できるとか、それは都市計画全て当た

り前のことですから、だからこれを決めるということはよろしくないと思います。むしろ、

もうきょうの段階で区として責任を持ってこの壁のところは動かすんだ、そのための地区

計画なんだとおっしゃってくれれば、それはそれでむしろ私自身は賛成ですけれども、そ

うでない、区民に対してごまかしをするようなものを通すのは手続論的に正しくないと思

うわけです。都市計画審議会としてやるべきことではないと思うからです。 

○会長 今の委員の意見も含めて、確かに当事者以外がしゃべったことが議事録に残って

も何の意味もないので、区の立場として、状況を含めた説明をしていただけますか。 

○事務局 具体的な大規模地権者との協議状況ということでよろしいでしょうか。 

○委員 そういうことではなくて、伺いたいのは、この小学校の保全について、区として

どういうお考えなのか。恐らく大半の方は、私も含めて、この土地、いずれ何か公共的な

施設が入って、かなり高密度なものが全面的に建てかえざるを得ないだろうと。それはわ

かっているわけです。もちろん、一部壁面を残したり、一部復元保存、それはするかもし

れない。だけれども、少なくともこの小学校の建物が全体原形をとどめて残るということ

はほぼ期待できないということは大体はわかっているわけなんですね。それについて、恐

らく文化財保護のほうも、やむを得ないかなぐらいのことはお考えかもしれない。だけど、

そこを曖昧なまま先々決めましょうということで、既成事実を積み上げるような形でじわ

じわと行くのは、区民から権限を預かっている都市計画審議会としては賛同できないとい

うことです。責任をとれないということです。だから、これは区が、あるいは区長さんが

さっきおられましたけれども、区長としてここは涙をのんで全面保存は諦める、そのかわ

りここをちゃんといい道路にするんだ、あるいは部分保存をちゃんとやります、あるいは

イメージ保存をやります、そのように言っていただければ、その前提として、そのための

地区計画だということで賛同はできるとは思うんですけれども、何しろきょうは非常に皆

さんもやもやとごまかすような話ばかりで、これではとても区民の負託に応えられないと

思うわけです。 

○事務局 お答えします。担当としては、前回も解体を前提にという発言を行っておりま
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す。全体的にこの学校の校舎を見ますと、平成１９年度に調査した結果、中性化が進んで

いたり、安全性の観点で、このまま使用するのはなかなか厳しいなと考えているところで

ございます。そういった認識を持って、今回、地区計画案というものを提示させていただ

いておりますが、現校舎をどうするかといったことはまだ決まっていないということでご

ざいますが、今後、この街区のまちづくりを進める上で、関係者との協議とあわせて、先

ほど申し上げている提言に基づいて適切な手法や課題などを整理していきたいと考えてお

ります。 

○事務局 ただいま、この土地については、区としてまちづくりの中で方針を出して、解

体ですとか保存だとか一部保存だとか、そういうことが決まってくると思いますが、委員

から御指摘いただいたように、現在、区としてどうするかということをここの場で申し上

げることはできませんので、それについては少し検討して、その上で、この地区計画の形

もどうするかというところでもう一度お諮りすると同時に、文化財保護審議会のほうにも、

所掌事務ではございませんが、皆さんの意向も踏まえ、きちっと説明をして進めていきた

いと思います。 

○会長 ということは、本日、採決を延ばすということでよろしいでしょうか。 

○事務局 はい。 

○会長 それでは、今、事務局からのお話のとおり、区としてこのまちづくりに係る、特

にＡ－２地区をどのように取り扱うのかということを検討するということで、それの検討

に従って、どういう取り扱いをするかを再度諮問するということですので、本日は採決し

ないで、審議継続ということにさせていただきたいと思います。よろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○会長 ありがとうございました。 

 

（４）答申事項 

・台東区都市計画マスタープランについて 

○会長 それでは、先ほど、諮問の１番目にありました都市計画マスタープランについて

承認をいただいたわけですけれども、区長に対する答申文案、それから、これからの確認

していく事項について今から報告して、確認させていただきたいと思います。 

 それでは、答申の案文です。読ませていただきます。 

 ３０台都審第 １ 号 
平成３１年１月３０日 
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台 東 区 長 様 
台東区都市計画審議会会長 

 
下 記 の と お り 答 申 す る。 

 
記 

 
諮問事項 
台東区都市計画マスタープランについて 

 
本件については、承認する。 

 
次の事項については特に配慮されたい。 

 まちづくりの実現に向け、各地域における歴史・文化資源の保全や活用も含め

た適切な手段を講じ、その実効性を高めるよう努めること。 
 当審議会の意見を踏まえ、引き続き本編の推敲を重ね、区が目指すまちづくり

の方向性をより明確に示すこと。 
 

 答申としては以上にさせていただきますが、審議会内部の控えとして議事録に残すとい

うことですけれども、５点、特に推敲を重ねるべきポイントについて、１つは、全体論と

して歴史・文化資源についての記載を推敲する。２つ目が、地域に応じた歴史・文化資源

の保全・活用等について記載を推敲する。３つ目、章ごとの役割をより明確に提示する。

４つ目、トピックやまちづくり方針の関係性や役割について記載する。５つ目、歴史・文

化資源等の地域資源も含めた今後の対応について推敲する。 

 以上の５点について推敲をさせていただくということにしたいと思いますが、これでよ

ろしいでしょうか。―はい。 

 それでは、そのような形で答申をさせていただこうと思います。ありがとうございまし

た。 

 本日、実はあと２件報告事項がございましたけれども、時間も３０分超過しております

ので、報告事項については次回の審議会に申し送るということで、本日は、報告しなくな

りました。傍聴者の皆様には、事前にお示ししておりました次第のとおりの運営ができな
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くて申しわけございません。御了承いただければ幸いでございます。 

 以上で、本日、２件の諮問事項について、１件は承認する。ただし、附帯意見をつけま

した。１件につきましては、次回まで審議継続ということにさせていただきます。次回の

審議会は、こういう状況ですので、臨時も含めて日程的なことを検討させていただいて、

また委員の皆様にはお知らせし、出席をお願いすることになると思いますが、よろしくお

願いしたいと思います。 

 審議会としては以上でございます。その他、事務局、何かございますでしょうか。 

 

８ 閉  会 

 

○事務局 長時間ありがとうございました。本日いただきました御意見をきちんと踏まえ

て検討したいと思います。 

 なお、前回の審議会の議事録ですけれども、既に１０月２４日に皆様にお送りし、１１

月１６日までの意見締め切りということで一回締めさせていただいておりますので、昨年

の１２月に区のホームページに公開しております。本当に御協力ありがとうございました。

今回の議事録も同様の手続でまいりますので、よろしくお願い申し上げます。 

 今、会長からもございましたように、次回の審議会は日程を調整させていただこうと思

いますが、いつになるのか、なかなか厳しいので、また改めて御連絡を差し上げるように

いたします。 

 以上をもちまして平成３０年度第３回台東区都市計画審議会は閉会させていただきます。

お忙しい中御出席いただき、また、長時間御審議いただきまして、まことにありがとうご

ざいました。 

 

午後０時２９分 閉会 


